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序     文 
 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）は現在、平和と治安の改善、天然資源による

収入、海外投資、貿易の活性化により将来的な発展も見込んだ好調な経済成長の過程にあります。

しかし、全人口の過半数以上を占める女性が、社会経済復興・開発の多くの場面で重要な役割を

担うようになった一方で、男性に比べ女性の社会経済的地位は低く、女性世帯主世帯の多くが貧

困層に属しています。 
こうしたジェンダーの不平等を改善するための取り組みとして、独立行政法人国際協力機構は、

カンボジア政府からの要請に基づき「ジェンダー主流化政策立案能力強化プロジェクト」を 2003
年 4 月から 2008 年 3 月までの 5 年間実施しました。その結果、2007 年 10 月に実施した終了時評

価調査において、ジェンダー主流化を促進するための女性省の組織能力向上や、カンボジア政府

においてジェンダー主流化の効果的メカニズムを構築することができ、プロジェクト目標は達成

されたものの、一方で自立発展性の観点からは、女性省の人材や予算の不足、モニタリング・調

整能力などに依然課題が残っていることが確認され、これらの成果を真に定着させるために継続

して支援する必要性が認められました。 
こうした背景の下、当機構はカンボジア政府の要請を受け、「ジェンダー主流化プロジェクト

フェーズ２」を 2010 年 9 月から 2015 年まで 5 年の計画で実施し、女性の経済的エンパワーメン

トを促進するための協力を展開しています。 
今般、同プロジェクトの中間レビュー調査を行うことを目的として、2013 年 1 月から 2 月にか

けて調査団を派遣し、カンボジア政府及び関係機関との間で、プロジェクトの進捗の確認と今後

の方向性に係る一連の協議を行いました。 
本報告書は、この調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開、さらには

類似のプロジェクトに活用されることを願うものです。 
ここに、調査にご協力を頂いた内外関係者の方々に深い謝意を表すとともに、引き続き一層の

ご支援をお願いする次第です。 
 
平成 25 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
経済基盤開発部長 三浦 和紀 
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中間レビュー調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：ジェンダー主流化プロジェクトフェーズ２  

分野：経済基盤開発部  援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：経済基盤開発部  ジェン 

ダー平等・貧困削減推進室  
協力金額（評価時点）：総投入額 約 5.02 億円 

協力期間 2010 年 9 月～2015 年 9 月 先方関係機関：女性省（連携省庁として、計画省、農林

水産省、鉱工業エネルギー省、商業省、農村開発省、労

働職業訓練省） 

 日本側協力機関：  

 他の関連協力：  

１－１ 協力の背景と概要 
カンボジア王国（以下、「カ」国と記す）では 25 年以上にわたる内戦の影響で、40 歳以上の

男性人口が女性人口に比べ顕著に少なく、また女性世帯主世帯の割合も非常に高くなっている。

全人口の過半数以上を占める女性が、社会経済復興・開発の多くの場面で重要な役割を担うよ

うになった一方で、男性に比べ女性の社会経済的地位は低く、女性世帯主世帯の多くが貧困層

に属している。こうしたジェンダーの不平等を改善するための取り組みとして、独立行政法人

国際協力機構（JICA）は、「カ」国政府からの要請に基づき、女性省職員を対象とした「ジェン

ダー主流化政策立案能力強化プロジェクト」（以下、「フェーズ１」と記す）を 2003 年 4 月から

2008 年 3 月までの 5 年間実施した。その結果、ジェンダー主流化を促進するための女性省の組

織能力向上や、「カ」国政府においてジェンダー主流化の効果的メカニズムを構築することがで

き、プロジェクト目標は達成されたが、一方で持続性の観点からは、女性省の人材や予算の不

足、モニタリング・調整能力などに依然課題が残っていることが確認され、これらの成果を真

に定着させるために継続して支援する必要性が認められた。 
こうした背景の下、「カ」国政府は日本政府に対し、フェーズ１で開発したジェンダー主流化

の効果的メカニズム導入手法（定義：「ジェンダー視点に立った既存政策のレビューを含む政策

立案のための調査分析、政策を実行に移すための施策の計画、実施、モニタリング評価、そし

て以上の結果を踏まえた政策立案という、一連のステップを網羅した手法（以下、「PGM メソ

ッド」と記す）」）を政府内に定着させるとともに、フェーズ１の対象州に加えて新たな対象地

域における女性世帯主の収入向上など女性の経済的エンパワーメントを促進するための体制整

備をめざす案件を要請した。 
 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標 

女性省との協力により連携省庁が形成するジェンダー視点に立った施策や事業を通じ

て、女性の経済的エンパワーメントが促進される。 
 

（２）プロジェクト目標 
ジェンダー主流化メカニズムの強化を通じて、女性省の調整により、連携省庁が女性の

経済的エンパワーメントを促進する事業を効果的に実施する体制が整う。 
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（３）アウトプット  
１． 女性省（中央及び州レベル）の、女性の経済的エンパワーメントに関するジェンダ

ー主流化を促進するための連絡調整機能強化を図る。 
２． 女性の経済的エンパワーメントを促進するために、中央レベルの連携省庁の、ジェ

ンダー主流化のための能力と機能強化を図る。 
３． パイロット事業の実施を通じて、州レベルの女性の経済的エンパワーメントを促進

するジェンダー視点に立った事業実施の能力と機能が強化される。 
 
（４）投入（2012 年 12 月末時点） 

＜日本側＞  
専門家派遣： 11 名 
機材供与： 7,021 千円  
ローカルコスト負担： 39,560 千円（491,000 ドル） 
研修員受入： 15 名 

＜相手国側＞ 
カウンターパート（C/P）配置：31 名（中央 22 名、コンポンチャム州 9 名） 
ローカルコスト負担：プロジェクト事務所（中央、パイロットプロジェクト事務所）、事

務所維持管理費 

２．評価調査団の概要 

調査者 

総括／団長 田中 由美子 JICA 国際協力専門員 
協力企画  吉田 進一郎 JICA 経済基盤開発部 ジェンダー平等・貧困削減推

進室 副調査役 
評価分析  本間 まり子 インテムコンサルティング株式会社 社会開発部

コンサルタント 

調査期間  2013 年 1 月 27 日～2 月 15 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（１）活動実績 

プロジェクト活動は、PDM と PO に沿っておおむね計画どおり実施されている。 
 
（２）アウトプットの達成状況 

１）アウトプット１： アウトプット１は、計画どおり実施されている。 
① これまでに、フェーズ１で開発された PGM メソッドのステップを実施するワーク

ショップ（以下、「PGM ワークショップ」と記す）が、6 つの連携省庁の中央及び州

レベルの関係者を対象に、女性省のファシリテーションにより 4 回開催された。 
② 2013 年 6 月及び 2015 年 2 月に、女性の経済的エンパワーメント分野における、

各州連携局の既存の政策もしくは活動計画の見直しを検討するための PGM ワーク

ショップが開催される予定である。ワークショップでは、中央レベルの各連携省庁

に向けた政策提言も作成される予定である。また、2013 年 8 月及び 2015 年 3 月に

は、中央レベルの各連携省庁の既存の政策及びジェンダー主流化活動計画（Gender 
Mainstreaming Action Plan：GMAP）の見直しを検討するための PGM ワークショップ

が開催される予定である。 
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③ ジェンダー統計のリーフレットは、計画省との協力の下で 2012 年 2 月に更新され、

配布されている。州のジェンダー統計は、コンポンチャム州版が 2011 年 10 月に作

成され、出版されている。 
④ PGM メソッドのガイドラインは、一連の PGM ワークショップの議論に基づいて

修正される予定である。 
⑤ パイロットプロジェクトの経験はある程度集約されており、他省庁のジェンダー

主流化活動グループ（Gender Mainstreaming Action Group：GMAG）メンバーを対象

に、ジェンダーテクニカルワーキンググループ（Technical Working Group on Gender：
TWGG）ミーティングにおいて、2013 年に共有される予定である。TWGG の女性の

経済的エンパワーメント分野のサブグループは、プロジェクトの支援により設立準

備中である。 
⑥ 上記の活動を通じて、女性省及び州女性局の C/P の能力は強化されてきている。 

２）アウトプット２： アウトプット２は、おおむね計画どおり実施されている。 
① 4 回の PGM ワークショップが開催され、連携省庁の GMAG メンバーの、PGM メ

ソッドのステップへの理解が促進された。さらに、2013 年 8 月及び 2015 年 3 月に、

PGM ワークショップが予定されている。これまでに、延べ 19 名（計画省 3 名、農

林水産省 4 名、商業省 3 名、鉱工業エネルギー省 4 名、農村開発省 2 名、労働職業

訓練省 3 名）が、PGM ワークショップに参加した。 
② 2013 年 8 月と 2015 年 3 月に予定されている PGM ワークショップでは、ジェンダ

ー統計やパイロットプロジェクトから抽出されたニーズに基づいて、連携省庁の女

性の経済的エンパワーメント分野の政策や GMAP の見直しが検討される予定であ

る。さらに、各連携省庁に対して、女性の経済的エンパワーメント分野の政策提言

も作成される予定である。別途、農村開発省、商業省、鉱工業エネルギー省は、2012
年に、省の GMAP を改訂した。（このうち、農村開発省と商業省の GMAP 改訂につ

いてはプロジェクトから支援を行った。） 
③ 各連携省庁の GMAG メンバーの能力は、上記の活動への参加を通じて強化されて

きている。 
３）アウトプット３： アウトプット３は、おおむね計画どおり実施されている。 

① パイロットプロジェクトは、パイロットプロジェクト調整委員会（Pilot Project 
Coordination Committee：PPCC）などのミーティングを通じて、運営及びモニタリン

グされている。PPCC は、設立以来、これまでに 16 回開催された。 
② パイロットプロジェクトの実施体制は、PGM ワークショップや PPCC における議

論、及びパイロットプロジェクトの活動実施を通じて確立されてきている。パイロ

ットプロジェクトは農業と農産加工の 2 種類の活動が選定され、それぞれ関連する

分野の複数の州連携局により連携して実施されている。 
③ パイロットプロジェクトは、PPCC により毎月モニタリングされ、研修サイクル

や活動終了後に評価が行われている。ジェンダー視点に立った指標は第 4 回 PGM
ワークショップにおいて検討されており、2014 年までに最終案が作成される予定

である。 
④ 農業プロジェクトは、養鶏が中心活動として選ばれ、農業局、女性局、計画局、

商業局、農村開発局、労働職業訓練局の連携により実施されている。これまでに、6
村で 2 サイクルの研修が実施され、合計 354 世帯が参加登録をし、各世帯から 1 名

以上（妻、夫、子どもなど）が研修に参加した。研修参加者の 63％が女性だった。
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さらに、他県 4 村を対象に、第 3 サイクルが開始されている。研修サイクル終了後

の評価を通じて、社会経済的及びジェンダーインパクトが報告されている。 
⑤ 農産加工プロジェクトは、干し大根の漬物などの加工品生産が中心活動として選

ばれ、女性局、計画局、鉱工業エネルギー局、商業局、農村開発局、労働職業訓練

局の連携により、実施されている。これまでに、102 名（女性 91 名、男性 11 名）が、

技術研修に参加し、うち 40 名（女性 35 名、男性 5 名）は、2012 年にトレードフェ

アに参加し、一部が自作の製品の展示販売も行った。これまでに 14 名が販売のため

の製品を生産し、29 名が試作品もしくは自家消費用の製品を生産している。 
⑥ 2013 年 6 月及び 2015 年 2 月に PGM ワークショップが予定されており、ジェンダ

ー統計やパイロットプロジェクトを通じて抽出されたニーズに基づいて、女性の経

済的エンパワーメント分野における各連携州局の政策や活動計画の見直しや、中央

の連携省庁に対する政策提言が作成される予定である。 
⑦ コンポンチャム州の連携局の関係者の能力は、プロジェクト活動を通じて強化さ

れてきている。 
 
（３）プロジェクト目標の達成度 

アウトプットを達成するための活動は計画どおり実施されているが、PDM1 のロジック

の不一致、及び関係者のプロジェクト目標の理解不足により、現在設定されているプロジ

ェクト目標の指標の達成は難しいと判断される。理由は以下のとおり。 
① 現在設定されているプロジェクト目標の指標は、実施者が連携省庁になっており、そ

の達成は C/P 機関である女性省の管轄外である。これは、PDM1 のロジックの設定の問

題である。 
② これまで、プロジェクトはパイロットプロジェクトの実施が中心であったため、関係

者の多くが、本来のプロジェクトの目標を認識していない。さらに、ジェンダー主流化

や女性の経済的エンパワーメントなどのプロジェクトの基本概念についての共通理解が

ないために、一部活動に影響がみられる。 
 
（４）上位目標の達成見込み  

上位目標の達成の見込みを判断するには、時期尚早である。 
 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

プロジェクトは、以下の理由により妥当であると判断される。 
① 「カ」国の女性の社会経済指標は、男性と比較して低い。そのため、特に草の根レベ

ルにおける女性の経済的エンパワーメントを促進する取り組みへのニーズは、非常に高

い。 
② 連携省庁のジェンダー主流化を通じた女性の経済的エンパワーメントの促進は、「カ」

国の政策に合致している。また、JICA の国別援助計画の重点分野であるガバナンスの強

化に位置づけられる。 
③ 女性の経済的エンパワーメントを推進するためのジェンダー主流化を推進するメカニ

ズムはこれまでに開発されてきているが、それを有効に活用するためには女性省の更な

る能力強化が必要である。そのようなメカニズムの中で、連携省庁の関係者が事業実施

を行う能力も強化される必要がある。 
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④ パイロットプロジェクトの対象地域はフェーズ１と同じ州であり、フェーズ１での関

係者の信頼関係が本フェーズの活動を促進している。対象者は参加型で選定されており、

選定は適切である。 
 
（２）有効性 

以下の理由により、プロジェクトは効果的に実施されているが、PDM の指標は修正の必

要があると判断される。 
① 3 つのアウトプットを達成するための活動は、計画どおり達成されている。プロジェ

クトが目標とする女性の経済的エンパワーメントのための効果的なシステムを開発する

のに必要な活動は、後半に予定されている。しかし、プロジェクト目標の達成を測る指

標の充足はプロジェクトの範疇を超えるところにあり、現状ではプロジェクト目標が達

成されることは難しい。 
② パイロットプロジェクトで女性省や州女性局によって実施されているジェンダー研修

は、概念的で実用性に欠ける。また、連携州局へのジェンダー視点からのアドバイスや

指導内容が不十分である。 
③ パイロットプロジェクトの連携実施マネジメント手法は、効果的に機能している。 
④ パイロットプロジェクトの研修で適用されているアプローチ（例：シンプルな技術の

紹介、物質的な支援の排除、視聴覚教材の適用、託児サービスの提供など）は、有効性

や効率性や持続性を促進している。 
 
（３）効率性 

以下の理由により、プロジェクトは比較的効率性が高いと判断される。 
① プロジェクト活動は、ほぼ計画どおり実施されており、活動を通じて、アウトプット

が達成されつつある。 
② プロジェクト関係者の一部は、フェーズ１からプロジェクトにかかわっており、フェ

ーズ１からの信頼関係が、プロジェクトの効率的な実施を促進している。その一方で、

C/P の約半数が既に交代している。また C/P は、日本人専門家が短期間で交代していく

ことの影響を危惧している。 
③ 本邦研修は、参加者のジェンダー主流化や女性の経済的エンパワーメントについての

理解を深めるとともに、プロジェクト活動への熱心なかかわりを促進している。 
 
（４）インパクト 

１） プロジェクトを通じて、以下のようなプラスのインパクトがみられた。 
① パイロットプロジェクトを通じた、プラスの社会経済的及びジェンダーインパクト

〔例：女性の自信や意思決定権の増加、農業投入のための借金の減少、子どもの教育

費や医療費などの突然の出費への対応、家庭内暴力（DV）や季節的な出稼ぎの減少、

家庭内の調和など〕。 
② プロジェクトが紹介した養鶏技術の、参加者による農民間の技術移転や模倣を通じ

た拡大と、農業局による他の組織のスタディツアーや視察の受入れを通じた普及。 
③ コンポンチャム州の 3 年計画への、一部のプロジェクト活動の統合。 

２） マイナスのインパクトは、特にみられない。 
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（５）持続性 
プロジェクトの持続性を判断するには、時期尚早である。しかし、持続性を高めるため

に、プロジェクトは、以下の取り組みを行う必要性がみられる。 
① プロジェクトの成果を普及や拡大するための戦略の作成。 
② 中央レベルの連携省庁の GMAG メンバーの巻き込みの強化。 
③ プロジェクトが作成している効果的なシステムが、州・県・コミューンにおける地方

分権化・業務分散化（Decentralization and Deconcentration：D&D）のプロセスに統合され

るための、州の女性子ども委員会（Women and Children Consultative Committee：WCCC）
との協力の強化。 

④ 女性の経済的エンパワーメントのための活動を実施するための資金獲得を支援するた

めの、女性省や連携省庁への情報提供やアドバイス。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること  

① パイロットプロジェクトを通じて連携省庁関係者は、草の根レベルの女性の経済的エ

ンパワーメントのための事業実施の機会を得ており、そのことが関係者のプロジェクト

への参加を促進している。 
② 連携実施マネジメントシステムは、事業の対象者が多様な技術や知識を習得する機会

を与えている。また、事業実施にかかわる関係者に対して、他省の業務内容や専門技術

を知る機会を与えている。 
 

（２）実施プロセスに関すること 
① プロジェクト関係者の一部は、フェーズ１からプロジェクトに参加しており、信頼関

係を既に構築していたことが、複数局の連携という新しい試みによるパイロットプロジ

ェクトの実施を促進している。 
② PPCC の議長であるコンポンチャム州副知事は、女性局の前局長であり、フェーズ１の

C/P だった。この議長のリーダーシップが、PPCC メンバーの効果的な連携を促進してい

る。 
③ 農業プロジェクトの成果が、パイロットプロジェクト関係者の意欲を高め、活動実施

を促進している。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１）計画内容に関すること 

① 複数の省庁による連携実施マネジメントシステムは、事業の対象者や実施関係者に対

する拘束時間が長いため、参加者に負担を与える場合がある。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

① プロジェクト目標やプロジェクトの基本的な概念についての共通理解の欠如により、

パイロットプロジェクトの実施などにおいて混乱が生じている。 
 
３－５ 結 論 

① プロジェクト期間の後半は、プロジェクト目標の達成に焦点が移されることが望ましい。

そのため、プロジェクト目標や基本的な概念について、関係者間での共通理解が強化され
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る必要がある。 
② プロジェクト目標の達成のために、現行の PDM（PDM1）の指標の修正が必要である。

本レビュー結果によると、女性の経済的エンパワーメントのための包括的なガイドライン

の開発が必要である。さらに、そのガイドラインに明記される予定の、女性の経済的エン

パワーメントのための活動実施を促進する効果的なシステムを機能させるためのジェンダ

ー主流化メカニズムとして、TWGG のサブグループの設定及び機能強化が想定される。 
③ パイロットプロジェクトは、プロジェクトの 4 年目までに終了する必要がある。 
④ 今後プロジェクトは、プロジェクトの成果の普及や拡大に向けた戦略を策定する必要が

ある。 
⑤ プロジェクトは、既に D&D の進捗に沿って活動を展開してきている。さらに D&D が進

展すれば、本プロジェクトの知見・教訓が有効に活用されると想定される。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

評価結果に基づき、プロジェクトに対して以下の提言がなされた。 
① プロジェクト目標の達成のために、PDM1 の内容（指標など）を修正する。 
② プロジェクト目標やジェンダー主流化に関する基本的な概念について、プロジェクト関

係者間で共通理解をもつように、働きかけを行う。 
③ パイロットプロジェクトを、プロジェクトの 4 年目までに終了する。 
④ プロジェクトの成果をまとめた、農村地域の女性の経済的エンパワーメントに関する包

括的なガイドラインを作成する。 
⑤ TWGG の下に、女性の経済的エンパワーメント分野のサブグループの設立に向けて、女

性省を支援する。 
⑥ プロジェクトの後半に向けて、中央レベルの連携省庁の関係者の更なる参加・関与を促

進する。 
⑦ パイロットプロジェクトにおけるジェンダー研修の内容を、参加型でより実用的なもの

へと改善する。 
⑧ 連携州局の関係者が、よりジェンダー視点に立った取り組みを強化することできるよう

になるために、中央と州の女性省関係者が、ジェンダー視点からアドバイスを行うための

能力強化を図る。 
⑨ パイロットプロジェクトの技術研修後に実施されるジェンダーモニタリングやジェンダ

ー評価を徹底し、分析結果をすべての関係者に共有するよう、中央と州の女性省関係者の

能力強化を図る。（定性的分析のみならず、定量的分析も行う。） 
⑩ D&D に向けたプロセスに、本プロジェクトによって開発されたシステムが統合されるよ

うに、WCCC との協力関係を促進する。 
⑪ 女性省や連携省庁の関係者に対して、女性の経済的エンパワーメントを促進するための

活動予算の獲得を支援するワークショップを、経済財政省と協力して開催する。 
⑫ プロジェクトの成果の普及や拡大に向けた戦略を作成する。 

 
３－７ 教 訓 

評価を通じて、以下の教訓が抽出された。 
① フェーズ１で開発された PGM メソッドは、問題分析、計画、実施、モニタリング評価と

いった事業実施の重要な段階を包括しており、パイロットプロジェクトの円滑な実施を促

進している。 
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② 女性の経済的エンパワーメントの促進は、女性の自信や意思決定力の強化、DV や季節的

な出稼ぎの減少など、社会経済及びジェンダーにおけるプラスのインパクトを生み出して

いる。 
③ パイロットプロジェクトで採用している関連省庁・機関によるセクター横断的な連携実

施マネジメント手法は、対象者へ広範かつ多様な技術や知識を提供するとともに、さまざ

まなプラスのインパクトを生み出している。さらに、実施にかかわる関係者に対して、相

互に有する行政サービスや技術内容の理解を促進している。しかしその半面、研修活動や

定期会合への参加に要する時間が長いことが課題となっている。 
④ ローカルレベルの政府関係者の強力なリーダーシップが、女性の経済的エンパワーメン

トのための活動の促進や調整のための大きな貢献要因となっている 
⑤ ジェンダー研修は、パイロットプロジェクトが成功するための必須・前提条件である。

とりわけ、ジェンダー研修の実施により、女性の参加者が参加しやすい環境が整備される

ことにつながる。 
⑥ 技術研修を同じ対象地区で 2 回繰り返すことにより、男性のみならず、女性の参加が難

しい地域における女性の参加を促進することにつながる。 
⑦ プロジェクト目標やプロジェクトの基本概念についての関係者間での共通理解が、プロ

ジェクト活動を効果的に実施するうえで重要である。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 
１－１ プロジェクトの概要 

１－１－１ プロジェクトの背景 
カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）は現在、平和と治安の改善、天然資源によ

る収入、海外投資、貿易の活性化により、将来的な発展も見込んだ好調な経済成長の過程にあ

る。カンボジア政府にとって貧困削減は重要な課題であるが、貧困率も着実に減少しており、

2007 年は 30.1％であった国別貧困ライン以下の人口比率が、2010 年には 25.8％に減少してい

る。 
国連のジェンダー・エンパワーメント指数について、カンボジアは 187 国中 99 位である。

一方、国連の人間開発指数においては 187 国中 139 位である1。カンボジアでは全人口の過半数

を女性が占め、女性は開発において重要な役割を担っている。女性の労働参加率も高く、15 歳

以上の全女性のうち 80.4％が労働に従事している。しかし、労働人口の 72.7％（女性の労働人

口の 76.9％）は、自営業もしくは小規模農業や、無報酬の家庭内労働者である。社会・経済の

発展への多大な貢献にもかかわらず、男性と比べ女性の社会的地位は低く見なされており、不

相応に貧しく、教育も十分に受けることができていない2。また、カンボジアの女性をとりまく

文化や社会・政治的状況により、特に農村部の女性は、都市部の女性と比べてジェンダーに起

因する不平等な扱いを受けている3。伝統及び文化的規範により、女性は受動的であるべきとす

る固定観念が助長され、女性のエンパワーメントや社会参加を妨げている4。女性は、個人・家

族・コミュニティのすべてにおいて不平等なジェンダー秩序や規範に直面しているのが現状で

ある。 
ジェンダー平等及び女性のエンパワーメントを促進し、ジェンダーに基づく不平等を改善す

るため、カンボジア政府は、さまざまな政策、施策（プログラム）やプロジェクトを実施して

きた。それらは、「四辺形戦略（Rectangular Strategy）」、「国家戦略開発計画（National Strategic 
Development Plan：NSDP）、女性省 5 カ年計画（Neary Rattanak：NRT）に基づくものである。

特に現行の第 3 次女性省 5 カ年計画（NRT III, 2009-2013）は、NSDP 2009-2013 に沿って策定

されたものとなっている。また、2015 年までのミレニアム開発目標の達成のために、ミレニア

ム開発目標加速化枠組み（Millennium Development Goal Acceleration Framework： MAF）のため

の行動計画（2012～2015 年）を作成し、その重要な達成指標として女性の経済的エンパワーメ

ントに焦点を当てている。 
ジェンダーに基づく不平等を改善するための取り組みとして、独立行政法人国際協力機構

（JICA）は、カンボジア政府からの要請に基づき、女性省職員を対象とした「ジェンダー主流

化政策立案能力強化プロジェクト」（以下、「フェーズ１」と記す）を 2003 年 4 月から 2008 年

3月までの 5 年間実施した。その結果、2007 年 10 月に実施した終了時評価調査において、ジェ

ンダー主流化を促進するための女性省の組織能力向上や、カンボジア政府においてジェンダー

                                                        
1 UNDP, 2011. UN Human Development Report 2011. 
2 World Bank, 2011. World Bank Development Indicators 2011. 
3 MOWA, 2008. A Fair Share for Women: Cambodia Gender Assessment. 
4 ActionAid Cambodia, 2012. Mapping of Key Stakeholders with Respect to Aid Effectiveness from a Gender Perspective Cambodia 

Report. 
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主流化の効果的メカニズムを構築することができ、プロジェクト目標は達成されたが、一方で

持続性の観点からは、女性省の人材や予算の不足、モニタリング・調整能力などに依然課題が

残っていることが確認され、これらの成果を真に定着させるために継続して支援する必要性が

認められた。 
こうした背景の下、カンボジア政府は日本政府に対し、フェーズ１で開発したジェンダー主

流化の効果的メカニズム導入手法（定義：「ジェンダー視点に立った既存政策のレビューを含

む政策立案のための調査分析、政策を実行に移すための施策の計画、実施、モニタリング評価、

そして以上の結果を踏まえた政策立案という、一連のステップを網羅した手法（以下、「PGM
メソッド」と記す）」）を政府内に定着させるとともに、フェーズ１の対象州に加えて新たな対

象地域における女性世帯主の収入向上など、女性の経済的エンパワーメントを促進するための

体制整備をめざす案件を要請した。 
 

１－１－２ 案件概要 
 本プロジェクトの実施概要は、以下のとおりである。 

 
（１）協力期間：2010 年 9 月 15 日～2015 年 9 月 14 日 
 
（２）カウンターパート（C/P）機関：女性省（Ministry of Women’s Affairs：MoWA） 
 
（３）プロジェクト概要 

１） 上位目標： 
女性省との協力により連携省庁が形成するジェンダー視点に立った施策や事業を通

じて、女性の経済的エンパワーメントが促進される。 
２） プロジェクト目標：  

ジェンダー主流化メカニズムの強化を通じて、女性省の調整により、連携省庁が女性

の経済的エンパワーメントを促進する事業を効果的に実施する体制が整う。 
３） アウトプット： 

１． 女性省（中央及び州レベル）の、女性の経済的エンパワーメントに関するジェン

ダー主流化を促進するための連絡調整機能強化を図る。 
２． 女性の経済的エンパワーメントを促進するために、中央レベルの連携省庁5の、ジ

ェンダー主流化のための能力と機能強化を図る。 
３． パイロット事業の実施を通じて、州レベルの女性の経済的エンパワーメントを促

進するジェンダー視点に立った事業実施の能力と機能が強化される。 
 
１－２ 中間レビュー調査の目的 

本調査は、プロジェクト目標の達成に向け、これまでの実績と実施プロセスを整理し、カンボ

ジア側と進捗状況・課題に係る認識を共有するとともに、プロジェクト計画の修正について協議

                                                        
5 本プロジェクトの連携省庁とは、計画省、農林水産省、鉱工業エネルギー省、商業省、農村開発省、労働職業訓練省の 6 省

である。これらの 6 省は、フェーズ１から引き続き、連携省庁としてプロジェクトに参加している。 
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することを目的に、以下のとおり実施された。 
① これまで実施した協力活動について、投入実績、活動実績、計画達成度を確認する。 
② 計画達成度を踏まえ、DAC 評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）

の観点から検証を行う。 
③ 以上のレビュー結果に基づき、プロジェクトの課題及び今後の対応方針について必要な提

言を行う。また、必要に応じて教訓を引き出す。 
④ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の修正が必要な個所を確認し、今後の方

向性を検討する。 
⑤ 協議結果について、カンボジア側との合意事項としてミニッツ（M/M）に取まとめる。 

 
１－３ 調査団の構成 

本調査団の構成は、以下のとおりである。 

担当業務 氏 名 所 属 

総  括 田中 由美子 JICA 国際協力専門員 

協力企画 吉田 進一郎 
JICA 経済基盤開発部 ジェンダー平等・貧困削減推進室 副調

査役 

評価分析 本間 まり子 
インテムコンサルティング株式会社 社会開発部 コンサルタ

ント 

 
１－４ 調査日程 

本調査は、2013 年 1 月 27 日（日）から 2 月 15 日（金）までの 20 日間実施された（うち官団

員は 2 月 3 日（日）から 2 月 15 日（金）までの 13 日間）。 
 
 詳細なスケジュールは、以下のとおり。 

 月日 曜日 内 容 
1 1 月 27 日 日 成田発/プノンペン着 
2 1 月 28 日 月  8:00- 8:40 JICA カンボジア事務所との打合せ 

 9:00- 9:30 女性省次官（Project Director）表敬 
 9:30-10:30 女性省計画統計局長との面談  
10:30-11:30 女性省ジェンダー平等局長との面談  
11:30-12:30 女性省アドバイザー（Project Manager）との面談 
14:00-18:00 プロジェクト専門家との打合せ 

3 1 月 29 日 火  8:30-10:00 農村開発省との面談 
10:30-12:00 農林水産省との面談 
14:30-16:00 鉱工業エネルギー省との面談 

4
 

1 月 30 日 水  5:30 コンポンチャム州へ移動  
 8:30-10:00 州農業局副局長と面談  
10:30-12:00 州女性局長との面談 
14:00-15:30 州商業局長との面談 
15:45-17:00 州計画局職員との面談 
18:30-20:30 プロジェクト専門家との打合せ 
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5 1 月 31 日 木  8:00- 9:30  州農村開発局との面談  
10:00-11:30  州労働職業訓練局との面談 
13:00-14:00  女性省 C/P との面談 
14:00-15:30  州鉱工業エネルギー局との面談  
15:30-16:00  農業パイロットプロジェクト視察 
16:00 プノンペンへ移動 

6 2 月 1 日 金 報告書準備 
7 2 月 2 日 土 報告書準備 
8 2 月 3 日 日 成田発/プノンペン着（官団員） 報告書準備 
9 2 月 4 日 月 調査団内打合せ  

10 2 月 5 日 火  9:00-10:00 女性省大臣表敬 
14:00-15:00 JICA カンボジア

事務所との打合せ 
15:30-17:00 UNDP との面談 

 9:00-10:30 計画省との面談

11:00-12:00 女性省 C/P との面談 
14:30-16:00 商業省との面談 

11 2 月 6 日 水  8:30-10:00  女性省計画統計

局長との面談 
10:30-11:00 女性省ジェンダ

ー平等局長との面談 
11:00-12:00 女性省 C/P との

面談 
14:30-15:00 UNFPA との面談

18:30-20:30 地方行政法運用

のための首都と州レベルの

能 力 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト

（PILAC2）専門家との面談

 9:30-11:00 女性省 C/P との面談 
13:30-15:00 労働職業訓練省との面談 
15:30-16:30 女性省 C/P との面談 
16:30-17:30 女性省 C/P との面談 
   

12 2 月 7 日 木  6:00 コンポンチャム州へ移動 
 8:30-12:00 農業パイロットプロジェクト視察 
13:00-16:00 農産加工パイロットプロジェクト視察 

13 2 月 8 日 金  9:30-11:30 PPCC メンバーとのグループ面談  
14:00-15:00 副知事表敬 
15:30-16:30 女性子ども委員会議長（州評議会委員）との面談 
17:00-19:30 プロジェクト専門家との打合せ 

14 2 月 9 日 土  8:00-10:00 プロジェクト専門家との打合せ 
10:00 プノンペンへ移動 

15 2 月 10 日 日 調査団内打合せ 
16 2 月 11 日 月  8:00- 9:00 女性省ジェンダー平等局副局長との面談 

 9:00-12:00 合同評価メンバー協議 
14:00-15:00 JICA カンボジア事務所との打合せ 
15:30-16:30 ADB との面談 

17 2 月 12 日 火 午前        調査団内打合せ 
14:00-15:00 在カンボジア日本国大使館との面談 
15:30-17:30 合同評価メンバー協議 
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18 2 月 13 日 水 10:00-12:30 合同評価メンバー協議 
14:00-15:00 UN Women との面談 

19 2 月 14 日 木  8:30-10:00 カンボジア女性起業家協会との面談 
11:00-12:00 合同評価メンバー協議（中間レビュー調査報告書・ミニッ

ツ最終ドラフトの作成） 
14:30-17:00 合同調整委員会への参加  
プノンペン発 

20 2 月 15 日 金 成田着 
 
１－５ 主要面談者 

本調査の主要面談者は、以下のとおり。 
 

＜女性省（MoWA）＞ 
H.E. Ing Kantha Phavi Minister 
H.E. Chan Sorey  Secretary of State／Project Director 
Ms. Chhoy Kim Sor  Advisor／Project Manager 

 
計画統計局（Planning and Statistics Department） 
Ms. Te Vouch Lim Director of Planning & Statistics Department 
Mr. Tim Phy Iary Deputy Director of Planning & Statistics Department 
Ms. Neth Sreya  Chief Office of Planning and Statistics Department 
Ms. Khim Sovanny Vice-Chief Office of Planning and Statistics Department 
Ms. Chea Socheata Officer of Planning and Statistics Department 

 
ジェンダー平等局（Gender Equality Department） 
Ms. Nhean Sochetra Director of Gender Equality Department 
Mr. Meas Chiwut Officer of Gender Equality Department 

 
経済開発局（Economic Development Department） 
Mr. Sok Chheng  Vice-Chief Office of Ecomonic Development Department 
Mr. Ham Siphat  Officer of Economic Development Department 

 
＜パートナー関係省庁（Partner Line Ministries）＞ 

計画省（Ministry of Planning：MOP） 
Mr. They Kheam  Director of Census and Demographic Survey Department 

 
農林水産省（Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries：MAFF） 
Ms. Ourng Heng  Deputy Secretary General 
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鉱工業エネルギー省（Ministry of Industry, Mine and Energy：MIME） 
Ms. Mak Boly  Advisor 
Ms. Him Somarong Chief of Cooperation Office of Energy Development Department 

 
商業省（Ministry of Commerce：MOC） 
Ms. Lim Vicheth Deputy Director of Bilateral Trade Department 

 
農村開発省（Ministry of Rural Development：MRD） 
Ms. Lach Samon  Deputy Director of Administration Department 
Ms. Lay Viraboth  Deputy Director of Rural Economic Development Department 

 
労働職業訓練省（Ministry of Labour and Vocational Training：MLVT） 
Mr. Ngy Simaneth Director of Planning, Statistics and Legislation Department  
Ms. Nong Kanika Deputy Director of TVET Department 

 
＜コンポンチャム州（Kampong Cham Province）関係者＞ 

H.E. Khong Sun Eng Deputy Governor（コンポンチャム州副知事） 
H.E. Khiev Samoun Chair of Women and Children Consultative Committee 
   （州の女性子ども委員会） 
Ms. Leng Sokha  Director of PDWA（州女性局） 
Mr. Cheam Ran  Director of PDOP（州計画局） 
Mr. Ek Van Phann Nara  Chief Office of Monitoring and Evaluation, PDOP（州計画局） 
Mr. Chheng Nareth  Deputy Director of PDA（州農業局） 
Mr. Soun Dy   Director of PDIME（州鉱工業エネルギー局） 
Mr. Seang Peng Sreang Director of PDOC（州商業局） 
Ms. Pan Phallin  Chief Office of Administrative and General Affairs, PDRD（州農村開発局） 
Mr. Cheng Heang  Director of PDLVT（州労働職業訓練局） 

 
＜ドナー関係＞ 

国連開発計画（UNDP） 
Mr.Napoleon Navarro Deputy Country Director 
Ms. Sok Chan Chhorvy Team Leader, Governance Unit, UNDP 
Mr.Pen Bory  Gender & Governance Officer（PGE） 
Ms.Kasumi Nishigaya Consultant  
Ms. Haruka Ishii Gender Based Violence Specialist, UNDP 

 
国連人口基金（UNFPA） 
Ms.Sarah Knibbs Deputy Representative 
MS. Aing Sokroeun Gender Analyst 
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アジア開発銀行（ADB） 
Ms. Chandy Chea Gender and Delopment Specialist, Cambodian Resident Mission 
Ms. Karin Schelzig Senior Social Sector Specialist, Cambodian Resident Mission 

 
ユー・エヌ・ウイメン（UN Women） 
Ms. Jenna Holliday International Consultant, Enhancing Women’s Economic Empowerment,  

 
<NGO 関係＞ 

カンボジア女性起業家協会（Cambodian Women Entrepreneurs Association：CWEA） 
Ms. Seng Takakneary President 
Ms. Channda Sok Vice President 
Ms. Sok Mom  Board Member 
Ms. Llim Bopha  Communication Comiitee 
Ms. Ermine Norodom Member 
Ms. Christine Ganthier Member 

 
＜日本側関係者＞ 

在カンボジア日本大使館 
玉光 慎一 一等書記官 
中井 康博 二等書記官 

 
JICA カンボジア事務所 
井崎 宏 所長 
平田 仁 次長 
灘本 智子 企画調査員 
Ms. Pich Thyda   Program Officer 

 
JICA プロジェクト（地方行政能力向上プロジェクトフェーズ２） 
畔上 尚也 副総括 
池田 尚子 研修管理／業務調整 
小田 恵子 能力診断／人材開発／研修システム／能力強化  

 
１－６ 中間レビュー調査の方法 

本調査では、JICA 事業評価ガイドラインに基づき、プロジェクトの実績と実施プロセスの確 

認、及び評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の視点からの評価を行っ

た。 
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【評価５項目】 

妥当性 
「プロジェクト目標」「上位目標」が、政府・実施機関・ターゲットグループ

の政策・ニーズと合致しているかを問う視点。 

有効性 
「アウトプット」によって、「プロジェクト目標」がどこまで達成されたかを

問う視点。 

効率性 
「投入」が「アウトプット」にどのようにどれだけ転換されたか。投入の質、

量、手段、方法、時期は適切かを問う視点。 

インパクト 
プロジェクトが実施されたことにより生ずる直接的、間接的な正負の影響を見

る視点。計画当初に予想されなかった影響や効果も含む。 

持続性 
JICA の協力終了後も、プロジェクト実施による効果が持続される見込みがあ

るかを問う視点。 

 
評価の手順や分析方法は、以下のとおり。 

 
（１）評価の手順 

はじめに、2011 年 2 月に合同調整委員会（JCC）において承認された PDM1（付属資料１

の Annex 1）に基づいて、評価デザインが作成された（評価のデザインについては、付属資

料２を参照）。評価グリッドに基づいて質問票が作成され、現地調査時に回収された。さらに

現地調査において、プロジェクト関係者への面談並びに現地視察を通じて、情報及びデータ

収集が行われた。収集された情報は、日本側評価委員によって取りまとめられ、その後、評

価委員全員による評価が行われた。 
 
（２）データ収集・分析方法 

以下の方法を通じて、データの収集及び分析が行われた。 
 

１）既存の報告書・資料のレビュー 
本プロジェクトに関連してこれまで JICA が実施した調査報告書（詳細計画策定調査報

告書など）及び、プロジェクト側の報告書（専門家報告書、業務進捗報告書、業務完了報

告書など）のレビューが行われた。別途、プロジェクトから活動の進捗及び指標の達成度

を示す表（付属資料３を参照）が提出され、分析の参考資料とされた。 
２）現地調査結果の分析 

上記の文献調査結果に基づいて作成された評価グリッドに基づき、現地調査が実施され

た。プロジェクトからの追加情報が収集され、回収された質問票の回答とともに解析され

た。さらに、関係者へのインタビューと現地視察が実施され、分析が行われた。（質問票

の回答結果は付属資料４、面談記録については付属資料５を、それぞれ参照。） 
質問票調査及び面談は、C/P、連携省庁の関係者（中央及び州レベル）、コンポンチャム

州政府の関係者、プロジェクト専門家、他ドナー及び関係機関を対象に行われた（詳細は、

１－５の主要面談者リストを参照）。質問票の回収は、日本人専門家のみとして、その他

の関係者に対しては、事前に配布した質問票に基づいて面談を行うというアプローチが取

られた。 
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現地視察として、コンポンチャム州のパイロットプロジェクトサイトを日本側調査団員

が訪問し、パイロットプロジェクト関係者（連携州局職員、パイロットプロジェクト対象

者など）への聞き取りが行われた。 
３）分析結果の検討 

日本側団員による上記の調査結果の取りまとめの後、合計 4 回の合同評価委員会におい

て、検討が行われた。この委員会にはプロジェクト専門家及び C/P も参加し、随時、意見

交換が行われた。また、調査結果に基づいて、PDM の修正についても検討が行われた。 



－10－ 

第２章 プロジェクトの実績 
 
２－１ 投入実績 

 本プロジェクトへの投入は、おおむね計画どおり実施されている。詳細は、付属資料１の Annex 4
を参照。 
 

２－１－１ 日本側投入 
2010 年 9 月から 2012 年 12 月末までの、日本側の投入は次のとおりであった6。 

 
（１）専門家派遣 

日本人専門家は、延べ 11 名が派遣され（合計 47.13MM）、C/P とともに活動した。専門

分野の内訳は、総括／ジェンダー主流化、女性の経済的エンパワーメント、行政連携シス

テム構築、女性のためのビジネス開発、コミュニティ開発、農業、販売・ビジネス戦略／

商品開発、援助調整、業務調整、などである。 
 

（２）機材供与 
プロジェクト車両 2 台、約 4,281 千円（約 51,655 ドル）相当が、機材として供与された。 

 
（３）本邦研修 

2010 年度から 2012 年度にかけて、15 名のプロジェクト関係者を対象に、本邦研修が実

施された。参加者の内訳は、9 名の C/P（中央 7 名、コンポンチャム州 2 名）、6 名のパイ

ロットプロジェクト調整委員会（Pilot Project Coordination Committee：PPCC）メンバー（コ

ンポンチャム州連携局長 5 名、コンポンチャム州副知事 1 名）である。 
 

（４）運営予算 
プロジェクト運営予算として、約 39,560 千円（約 491,000 ドル）が投入された。この中

には、15 名のプロジェクトスタッフ（プノンペン 5 名、コンポンチャム州 10 名）の傭上

費用が含まれている。 
 

２－１－２ カンボジア側投入 
2010 年 9 月から 2012 年 12 月末までの、カンボジア側の投入は、次のとおりであった。 

 
（１）C/P の配置 

C/P として、延べ 31 名の女性省職員（中央 22 名、コンポンチャム州 9 名）が、プロジ

ェクト活動に従事した。 
 

（２）運営予算 
女性省により、プノンペンの女性省内のプロジェクト事務所、及びパイロットプロジェ

                                                        
6 換算レートは支出月の JICA 積算レートを使用している。 



－11－ 

クトサイトであるコンポンチャム州のパイロットプロジェクト事務所が準備され、その維

持管理が行われた。 
 
２－２ プロジェクトの達成実績 

２－２－１ 活動実績 
プロジェクト活動は、付属資料１の Annex 3 に示すとおり、PDM 及び活動計画（PO）に基

づいて、ほぼ順調に行われている。 
 

２－２－２ アウトプットの達成状況 
2012 年 12 月末時点での各アウトプットの達成状況は、以下のとおりである（活動に対応し

たアウトプット指標の達成度については、付属資料３を参照）。 
 

（１）アウトプット１：女性省（中央及び州レベル）の、女性の経済的エンパワーメントに関

するジェンダー主流化を促進するための連絡調整機能強化を図る。 
 

＜指標＞ 
1-1. PGM メソッドの 9 ステップを含むジェンダー視点に立ったプロジェクトサイクル

が、ワークショップやミーティングを通じて女性省によってファシリテートされる。 
1-2. パイロットプロジェクトを通じて抽出された女性の経済的エンパワーメントに関

する課題について、ジェンダーテクニカルワーキンググループ（Technical Working 
Group on Gender：TWGG）の小グループで XXX 回論じられる。 

1-3. PGM メソッドを活用したパイロットプロジェクトの経験が、TWGG で年に一度以

上共有される。 
1-4. 計画省との協力により、女性省によってジェンダー統計のリーフレットが更新される。 
1-5. 女性省、州女性局、計画省、州計画局によって、パイロットプロジェクトの対象州

の、女性の経済的エンパワーメントに関するジェンダー統計本が作成される。 
1-6. 各連携州局によって、女性の経済的エンパワーメントの分野におけるジェンダー統

計を活用して、州レベルの政策や開発計画が、XXX 回作成もしくは改訂される。 
1-7. PGM メソッドガイドライン／マニュアル（計画、モニタリング、評価のフォーマ

ットを含む）が改訂される。 
1-8. 女性省と州女性局のファシリテーションにより、各連携州局によって、州レベルに

おける女性の経済的エンパワーメントに関する統計やニーズに基づくジェンダー

視点に立った（中央もしくは州レベルの）政策／開発計画やプロジェクトが、XXX
個以上提案される。 

1-9. 女性省のファシリテーションにより、各連携省庁によって、州レベルの女性の経済

的エンパワーメントに関する統計やニーズを反映したジェンダー視点に立った政

策／プログラムやジェンダー主流化活動計画（Gender Mainstreaming Action Plan：
GMAP）改訂のための提案書が、XXX 個以上作成される。 

1-10. 女性省と州女性局の、女性の経済的エンパワーメントの分野においてジェンダー主

流化を促進するための調整やアドバイスを行う能力が強化される。 
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＜実績＞ 
アウトプット１を達成するための活動は、計画どおり実施されている。達成度は以下

のとおり。 
・これまでに、PGM メソッドのステップを実施するワークショップ（以下、「PGM ワ

ークショップ」と記す）が、6 つの連携省庁の中央及び州レベルの関係者7を対象に、

女性省 C/P のファシリテーションにより 4 回開催された。ワークショップを通じて、

参加者がジェンダー視点に立って問題分析やプロジェクトの計画・実施・モニタリ

ング評価などを行う能力が強化された。これらのワークショップでの議論に基づい

て、コンポンチャム州でのパイロットプロジェクト活動が実施されている。（指標 

1-1） 
・ジェンダー統計のリーフレットの 2012 年度版が、計画省の協力の下、2012 年 2 月

に作成され、2012 年 3 月の国際女性の日に関係者に配布された。そのほかにも、  

政府関係者、大学関係者、市民社会（NGO 等）などの関係者に対して、随時配布さ

れている。州のジェンダー統計については、コンポンチャム州版が 2011 年 10 月に

作成され、出版されている。さらに、2013 年 8 月に、コンポンチュナン州版が作成

される予定である。（指標 1-4、1-5） 
・女性省 C/P は、2013 年 6 月及び 2015 年 2 月に、女性の経済的エンパワーメント分

野における各連携州局の既存の政策及び活動計画の見直しを検討するための PGM
ワークショップを開催する予定である。この見直しは、ジェンダー統計やコンポン

チャム州でのパイロットプロジェクトを通じて抽出されたニーズに基づいて行わ

れる。これらのワークショップでは、中央レベルの連携省庁に向けた女性の経済的

エンパワーメントに関する政策提言も作成される予定である。（指標 1-6、1-8） 
・女性省 C/P は、2013 年 8 月及び 2015 年 3 月に、女性の経済的エンパワーメント分

野における、各連携省庁の既存の政策、もしくは GMAP の見直しを検討するための

PGM ワークショップを開催する予定である。この見直しも、ジェンダー統計やコン

ポンチャム州でのパイロットプロジェクトを通じて抽出されたニーズに基づいて

行われる予定である。（指標 1-9） 
・フェーズ１で作成された PGM メソッドのガイドライン“PGM Method for Capacity 

Development for Gender Responsive Sector Policy Formulation”は、上記の一連の PGM
ワークショップにおける議論に基づいて修正される予定である。修正版のガイドラ

インは、2015 年に出版され、関係者に配布される予定である。（指標 1-7） 
・パイロットプロジェクトの成果・インパクト・教訓などは、ある程度集約されてお

り、2013 年に開催される TWGG のミーティングにおいて、他の省庁のジェンダー

主流化活動グループ（Gender Mainstreaming Action Group：GMAG）メンバーや他ド

ナーなどに対して共有される予定である。さらに、現在プロジェクトの支援により

設立準備中である、TWGG の女性の経済的エンパワーメント分野のサブグループに

おいても、これらのパイロットプロジェクトの経験内容が共有される予定である。

                                                        
7 関係者とは、中央及び州レベルの連携省庁の、ジェンダー主流化活動グループ（GMAG）メンバー、ジェンダーフォーカル

ポイント、及びプロジェクトにフルタイムスタッフとしてアサインされたスタッフを指す。 
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（指標 1-2、1-3） 
・上記の活動を通じて、女性省及び州女性局 C/P の、ファシリテーションや調整、技

術的なアドバイスを行う能力は強化されてきている。特に、C/P の多くが、パイロ

ットプロジェクト活動を通じて、連携州局の業務内容や専門性、草の根レベルの女

性の経済的エンパワーメントに関するニーズなどについての理解を深めている。プ

ロジェクトにより 2011 年にプロファイル調査が行われており、プロジェクト終了時

に同様の調査を行うことで、能力の変化が測られる予定になっている。（指標  

1-10） 
 

（２）アウトプット２：女性の経済的エンパワーメントを促進するために、中央レベルの連携

省庁の、ジェンダー主流化のための能力と機能強化を図る。 
 

＜指標＞ 
2-1. ワークショップやミーティングを通じて、中央レベルの連携省庁の GMAG メン 

バーにより、PGM メソッドの 9 段階のステップのすべてが実践される。 
2-2. PGM メソッドの習得を目的として女性省及び州女性局によって開催されたセミナ

ーに、XXX 人の GMAG メンバーが参加する。 
2-3. 女性の経済的エンパワーメントの分野おける各連携省庁の GMAP や年間計画書が、

2012 年と 2014 年に、XXX 個改訂される。 
2-4. パイロットプロジェクトの経験を通じて抽出された州レベルにおける統計やニー

ズを反映させて、女性の経済的エンパワーメント分野における連携省庁のジェンダ

ー視点に立った政策やプログラムが、各連携省庁の GMAG メンバーにより XXX 個

ずつ作成される。 
2-5. 中央レベルの（関連省庁の）GMAG メンバーの、女性の経済的エンパワーメント

の分野における州レベルのニーズを理解しそれらを政策やプログラムに反映する

能力が強化される。 
 

＜実績＞ 
アウトプット２を達成するための活動は、計画どおり実施されている。達成度は以下

のとおり。 
・アウトプット１の達成度の項目で述べたとおり、これまでに 4 回の PGM ワークシ

ョップが開催され、連携省庁の GMAG メンバーの、ジェンダー視点に立った問題

分析、プロジェクトの計画・実施・モニタリング評価についての理解が促進された。

これら以外の PGM メソッドのステップは、2013 年 8 月及び 2015 年 3 月に実施され

る予定の PGM ワークショップで扱われる予定である。これまでに、延べ 19 名の

GMAG メンバー（計画省 3 名、農林水産省 4 名、商業省 3 名、鉱工業エネルギー省

4 名、農村開発省 2 名、労働職業訓練省 3 名）が、PGM ワークショップに参加した。

（指標 2-1、2-2） 
・上記の 2013 年 8 月と 2015 年 3 月に実施される予定の PGM ワークショップでは、

ジェンダー統計やパイロットプロジェクトの経験を通じて抽出されたニーズに基



－14－ 

づいて、女性の経済的エンパワーメント分野の、連携省庁の政策や GMAP の見直し

が検討される予定である。これらのワークショップでは、各連携省庁に対して、女

性の経済的エンパワーメント分野の政策提言も作成される予定になっている。別途、

農村開発省、商業省、鉱工業エネルギー省は、2012 年に各省の GMAP を改訂して

おり、そのうち農村開発省と商業省の改定に対しては、プロジェクトによる一部支

援が行われた。（指標 2-3、2-4） 
・各連携省庁の中央レベルの GMAG メンバーは、上記の PGM ワークショップなどの

への参加を通じて能力を強化してきている。また、コンポンチャム州におけるパイ

ロットプロジェクトのベースライン調査やモニタリング活動への参加を通じて、草

の根レベルの社会経済状況や女性の経済的エンパワーメントに関するニーズにつ

いての知識や理解を深めている。プロジェクトにより 2011 年にプロファイル調査が

行われており、プロジェクト終了時に同様の調査を行うことで、能力の変化が測ら

れる予定になっている。（指標 2-5） 
 

（３）アウトプット３：パイロット事業の実施を通じて、州レベルの女性の経済的エンパワー

メントを促進するジェンダー視点に立った事業実施の能力と機能が

強化される。 
 

＜指標＞ 
3-1. 女性省及び州女性局によって調整され、中央及び州レベルの GMAG メンバーとジ

ェンダーフォーカルポイントが参加するパイロットプロジェクト調整委員会

（PPCC）が、年に XXX 回開催される。 
3-2. 女性の経済的エンパワーメントのためのパイロットプロジェクトにおいて、XX 人

の男女が受益者となる。 
3-3. パイロットプロジェクトの実施体制が確立される。 
3-4. パイロットプロジェクトのモニタリング評価のための、ジェンダー視点に立った指

標が確立される。 
3-5. パイロットプロジェクトのモニタリング評価が実施される。 
3-6. 州レベルの統計やニーズを反映して、女性の経済的エンパワーメント分野における

各連携州局の政策が、XXX 個ずつ作成もしくは修正される。 
3-7. 州レベルの女性の経済的エンパワーメントの統計やニーズに基づいて、中央（の連

携省庁）へ向けて、ジェンダー視点に立った政策やプログラムもしくはプロジェク

トのための提言が、各連携州局により XXX 個ずつ作成される。 
3-8. パイロットプロジェクトのケース集が作成される。 
3-9. 州レベルの GMAG メンバーやジェンダーフォーカルポイントが、女性の経済的エ

ンパワーメント分野において、（草の根の）フィールドのニーズを反映させて活動

を行う能力が強化される。 
 

＜実績＞ 
アウトプット３を達成するための活動は、計画どおり実施されている。達成度は以下
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のとおり。 
・パイロットプロジェクトは、PPCC の月例ミーティングや JCC などの関連するミー

ティング内容に基づき、PPCC によって運営及びモニタリングされている。PPCC が

設立されてから、2011 年 4 月以降これまでに、16 回の月例ミーティングが開催され

た。PPCC ミーティングは、コンポンチャム州の副知事が議長となり、各連携州局

の局長及びフルタイムスタッフの参加により開催されている。（指標 3-1） 
・パイロットプロジェクトの実施体制は、PGM ワークショップや PPCC における議 

論、及びパイロットプロジェクトの活動実施を通じて確立されてきている。パイロ

ットプロジェクトは、農業と農産加工の 2 種類の活動が選定され、それぞれ、関連

する分野の複数の連携州局により、連携して実施されている。各局は、女性局がジ

ェンダー及び調整を、計画局がモニタリングを、農業局が農業を、商業局がマーケ

ティングを、農村開発局がマイクロクレジットを、労働職業訓練局が帳簿管理や生

産技術を、そして鉱工業エネルギー局が 5S や衛生的な生産を、という具合に、そ

れぞれが担当する技術分野の活動を担当している。さらにプロジェクトは、州政府

の女性子ども委員会（Women and Children Consultative Committee：WCCC）との情

報共有を始めており、今後も、地方分権化（D&D）のプロセスに沿った形で、州政

府との協力関係が強化される予定である。（指標 3-3） 
・パイロットプロジェクト活動は、PPCC により毎月モニタリングが実施されている。

さらに、農業プロジェクトでは各サイクルの最後に、農産加工プロジェクトではプ

ロジェクトの最後に、それぞれ評価が行われることになっている。この評価のため

のジェンダー視点に立った指標が、2011 年 9 月に開催された第 4 回 PGM ワークシ

ョップにおいて検討されており、今後試行され、2014 年までに最終案が作成される

予定である。（指標 3-4、3-5） 
・農業プロジェクトの実施状況は、以下のとおりである（指標 3-2） 

－ 農業プロジェクトでは、養鶏が女性の経済的エンパワーメントのための中心的

な活動として選定されており、州の農業局が中心的な機関となり、女性局、計

画局、商業局、農村開発局、労働職業訓練局との連携により、実施されている。 
－ これまでに、プレイチョール県内の 6 村において、2 サイクルの研修が実施さ

れた。この 2 サイクルの研修に対して、合計 354 世帯が参加登録を行った。研

修には、各登録世帯から、1 名以上（妻、夫、子ども、など）が参加可能にな

っている。研修参加者リストによると、2 サイクルの間に 138 セッションの研

修が実施され、各セッションに延べ 3,587 名が参加した。このうちの 63％が女

性参加者だった。既に、オーランオー県の 4 村を対象として、第 3 サイクルが

開始されている。 
－ 農業プロジェクトの社会経済的及びジェンダーインパクトは、モニター世帯を

対象にした第 1 サイクルの研修評価を通じて、既に報告されてきている。評価

結果によると、プロジェクトが選定した 36 モニター世帯8のうち 27 世帯におい

                                                        
8 研修参加世帯のうち、養鶏実施の条件に合わせて、各対象村 6 世帯（6 村の合計が 36 世帯）を、モニター世帯として選定し

ている。選定基準は、各村において、養鶏を行ううえで条件的に整っている世帯を 2 件、中レベルに整っている世帯を 2 件、

あまり整っていない世帯を 2 世帯、である。2 世帯は、可能な限り、男性及び女性を 1 件ずつ選定することになっている。 
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て、養鶏の収益が伸びている。さらに、女性の自信や意思決定権の増加、農業

投入のための借金の減少、子どもの教育費や医療費などの突然の出費への対応、

家庭内暴力（DV）や季節的な出稼ぎの減少、家庭内の調和といった、ジェンダ

ー視点からのプラスのインパクトもみられている。 
・農産加工プロジェクトの実施状況は、以下のとおりである（指標 3-2） 

－ 農産加工プロジェクトでは、干し大根の漬物（たくあん）、ドーナツ、乾し生姜、

生姜シロップなどの生産が、女性の経済的エンパワーメントのための中心的な

活動として選ばれている。農産加工はカンボジアにおいては比較的新しい活動

であるため、中心的に実施を担当する局はなく、女性局、計画局、鉱工業エネ

ルギー局、商業局、農村開発局、労働職業訓練局の連携により実施されている。 
－ これまでに、102 名（女性 91 名、男性 11 名）が技術研修に参加した。そのう

ちの 40 名（女性 35 名、男性 5 名）は、2012 年 12 月にプノンペンで実施され

た商業省主催のトレードフェアに参加した。参加者のうち 8 名の女性と 2 グル

ープは、自作の製品の展示販売も行った。 
－ 研修参加者のうち、これまでに 14 名が、販売のための製品を生産しており、29

名が、試作品もしくは自家消費の用の製品を生産している。その他の参加者た

ちも、帳簿管理を始めたりパッケージに取り組んだりすることで、研修で習得

した技術を活用している。 
・女性省 C/P は、PPCC との協力により、パイロットプロジェクトの事例集を 2015 年

3 月までに作成する予定になっている9。（指標 3-8） 
・アウトプット１の項目で述べたとおり、2013 年 6 月及び 2015 年 2 月に、主に連携

州局の関係者を対象とした PGM ワークショップが予定されており、ジェンダー統

計やパイロットプロジェクトの経験を通じて抽出されたニーズに基づいて、女性の

経済的エンパワーメント分野における各連携州局の政策や活動計画の見直しが検

討される予定である。これらのワークショップでは、中央レベルの連携省庁に対す

る政策提言も作成される予定である。（指標 3-6、3-7） 
・コンポンチャム州の連携局の関係者の能力は、PGM ワークショップやパイロットプ

ロジェクト活動の実施を通じて強化されてきている。特に、草の根レベルの社会経

済状況や、女性の経済的エンパワーメントに関するニーズについての知識や理解が

深まっている。プロジェクトにより 2011 年にプロファイル調査が行われており、プ

ロジェクト終了時に同様の調査を行うことで、能力の変化が測られる予定になって

いる。（指標 3-9） 
 

２－２－３ プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標：ジェンダー主流化メカニズムの強化を通じて、女性省の調整により、連

携省庁が女性の経済的エンパワーメントを促進する事業を効果的に実施

する体制が整う。 

                                                        
9 今回の中間レビューの結果に基づいた PDM の改訂に伴い、パイロットプロジェクトの事例については、女性の経済的エン

パワーメントのための総合的なガイドラインに含め、個別に事例集としては作成しないこととした。 



－17－ 

＜指標＞ 
・各連携省庁により女性の経済的エンパワーメントを促進する事業が、XXX 個実施される。 
・各連携省庁によって実施された事業により、XXX 人の男女が裨益する。 

 
＜実績＞ 

アウトプットを達成するための活動は、計画どおり実施されている。例えば、PGM ワーク

ショップやパイロットプロジェクト活動の実施を通じて、女性省が女性の経済的エンパワー

メントのためにジェンダー主流化を促進する能力は強化されてきている。また、中央及び州

レベルの連携省庁の関係者の能力も強化されてきている。しかし、PDM1 のロジックの不一

致、及び関係者によるプロジェクト目標の達成状況についての共通理解の不足により、現在

のままではプロジェクト終了までにプロジェクト目標の達成を示す指標の充足は難しいと思

われる。そのために、PDM1 が修正されるとともに、プロジェクト関係者間においてプロジ

ェクト目標の理解が促進される必要性がみられる。 
評価チームによる判断理由は、以下のとおりである。 

・PDM1 において設定されているプロジェクト目標達成を測る指標は実施者が連携省庁にな

っており、その達成は連携省庁の、女性の経済的エンパワーメントを実施するための予算

獲得の可否に依存するところが大きい。これは、C/P 機関である女性省の管轄外であるた

め、たとえすべてのアウトプットが達成されたとしても、プロジェクト目標の指標が充た

されない可能性がある。これは、現行の PDM1 のロジックの設定の問題である。 
・プロジェクト期間の前半はパイロットプロジェクトの実施が中心であったために、プロジ

ェクト関係者の多くが、プロジェクト目標は、パイロットプロジェクトの直接的な目的で

ある「女性の経済的エンパワーメントの促進」であると理解している。それにより、パイ

ロットプロジェクトの受益者数や活動の成果に対して大きな関心をもつ一方で、パイロッ

トプロジェクト実施の本来の目的を軽視する（もしくは認識していない）傾向が、関係者

にみられる。つまり、パイロットプロジェクトの経験に基づいて、ジェンダー主流化メカ

ニズムの強化を通じて女性の経済的エンパワーメントを推進するための効果的なシステ

ムが機能するというプロジェクト方向性が、あまり認識されていない状態である。さらに、

ジェンダー主流化や女性の経済的エンパワーメントといったプロジェクトの基本概念に

ついての共通理解がもたれていないために、ジェンダー主流化と女性の経済的エンパワー

メントは並立しない10といった間違った理解や認識の混乱が、複数の関係者においてみら

れる。 
 

２－２－４ 上位目標の達成の見込み 
上位目標：女性省との協力により連携省庁が形成するジェンダー視点に立った施策や事業を

通じて、女性の経済的エンパワーメントが促進される。 
 
 

                                                        
10 ジェンダー主流化ならば男女が同数参加するべきであり、女性の経済的エンパワーメントならば女性のみが対象になるとい

った、概念に関する間違った認識。 
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＜指標＞ 
・3～5 年以内に、事業の対象となった女性の社会経済状況（収入、家計状況、雇用へのアク

セス、法的地位など）が、改善する。 
 

＜実績（見込み）＞ 
上位目標の達成見込みを判断するには、時期尚早である。しかし、PDM1 で設定されてい

る上位目標の指標はプロジェクト目標の指標と連関して設定されているため、前項で指摘さ

れた、プロジェクト目標の指標に関する PDM のロジックの不一致は、上位目標に対しても

該当すると考えられる。 
 
２－３ プロジェクトの実施プロセス 

プロジェクト活動は、特に大きな問題なく実施されている。特記事項としては以下のとおりで

ある。 
 
＜プロジェクト全体について＞ 

① プロジェクトチームや連携省庁の関係者は、プロジェクト期間の前半は、非常に熱心にパ

イロットプロジェクト活動の実施に注力していた。しかし、プロジェクト目標やプロジェク

トの基本的な概念について、C/P や日本人専門家を含む関係者の間で共通理解が得られてい

ないために、パイロットプロジェクトの実施などにおいて、一部混乱がみられる。 
② こうした原因として、プロジェクト関係者の PDM に関する理解や認識の不十分さが挙げ

られる。たとえば、C/P たちは、パイロットプロジェクトを中心にプロジェクト活動を理解

する傾向がみられる。一方、日本人専門家チームは、PDM ではなく、業務実施契約における

業務指示書に基づいて活動を行う傾向がみられる。業務指示書と PDM の内容に乖離がある

ことが、こうした日本人専門家チームによる、（PDM ではなく）業務指示書に基づいた活動

実施を促進している。こうした業務実施契約に基づいた日本人専門家チームの業務遂行は、

プロジェクト活動の計画どおりの実施を促進する一方で、C/P のオーナーシップを弱める原

因にもなっている。 
③ プロジェクトは、プノンペンもしくはパイロットプロジェクト事務所のあるコンポンチャ

ムにおいて、月例のミーティングを行っており、予定の確認やプロジェクトに関する問題解

決が行われている。関係者間のコミュニケーションも良好である。特に、一部の女性省 C/P
や、中央レベルの連携省庁の GMAG メンバー、コンポンチャム州連携局の関係者、日本人

専門家は、フェーズ１からプロジェクトにかかわっており、フェーズ１で構築された信頼関

係がプロジェクトの実施を促進している。 
④ C/P に対する給与補填は、フェーズ１では行われていたが、本プロジェクトでは行われて

いない。そのため、プロジェクト開始時に、給与補填に関して C/P との間で大きな議論にな

り、プロジェクト活動の実施に支障が生じた。その後正式に給与補填を行わないことが決定

され、プロジェクト活動は順調に行われるようになっているが、いまだに多くの C/P が不満

に思っている。近年、カンボジアで活動する国連などの他ドナーの多くが給与補填を打ち切

っているが、JICA では、現在でも一部のプロジェクトで給付を継続している。そのことが

C/P の不公平感を高めている。 
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＜パイロットプロジェクトについて＞ 
① PGM ワークショップを通じて作成されたパイロットプロジェクトの計画は、非常によく設

計されており、PPCC による効果的な運営管理を可能にしている。また、PPCC の議長である

コンポンチャム州副知事（コンソーエン氏）は、前女性局の局長であり、フェーズ１の C/P
であったため、プロジェクトについて非常によく理解している。この議長による熱心かつ強

力なリーダーシップやプロジェクトへの協力が、PPCC メンバーの間の効果的な連携を促進

している。 
② プロジェクトは、中央及び州レベルの連携省庁関係者に対して、草の根レベルの女性の経

済的エンパワーメントのための事業実施の機会を与えている。こうした機会は、本来の目的

である関係者の能力強化だけでなく、各連携省庁の本来業務の遂行を支援し、それぞれの専

門技術を強化する機会を与えている。たとえばパイロットプロジェクトを通じて、農業局は

新しい養鶏技術、労働職業訓練局は以前に行ったことがなかった農産加工に関する職業訓練

の手法、鉱工業エネルギー局はそれまでなじみのなかった 5S を通じた職場管理方法を、そ

れぞれ習得した。それにより、連携州局のプロジェクト活動への関与が促進されている。 
③ プロジェクトが推進している、複数の連携州局によりセクター横断的にパイロットプロジ

ェクトを実施する「連携実施マネジメント手法」は、事業の対象となった人々にさまざまな

種類の技術や知識を習得する機会を与えている。さらに、事業実施にかかわる中央及び州レ

ベルの連携省庁の関係者に対しても、他の分野の省庁の業務内容や専門技術を知る機会を与

えている。一方で、このシステムのために、対象者と関係者の両者が、非常に多くの時間を

パイロットプロジェクトに費やす必要が生じている。連携州局の関係者のなかには、拘束時

間を負担に感じる人がみられる。また、事業の対象となった人たちが、立て続けに開催され

るさまざまな研修への参加のために、稲作などの本業に支障が生じていることを心配する声

がある。 
④ 農業プロジェクトが大きな成果を生み出していることが、パイロットプロジェクト関係者

の意欲を高め、活動実施を促進している。 
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第３章 評価結果 
 
３－１ 評価５項目による評価結果 

３－１－１ 妥当性 
本プロジェクトは、以下の理由により妥当であると判断される。 

 
・カンボジアにおける女性の社会経済状況を示す指数は相対的に低く、特に女性世帯主世帯に

おいてその傾向が強い。そのため、特に草の根レベルにおける女性の経済的エンパワーメン

トを促進する取り組みへのニーズは非常に高い。 
・連携省庁のジェンダー主流化を通じた女性の経済的エンパワーメントの促進は、第 3 次女性

省 5 カ年計画（NRT III、2009-2013）において明記されている。この 5 カ年計画は国家戦略

開発計画（NDSP、2009-2013）に基づいて作成されていることから、本プロジェクトはカン

ボジアの国家政策に合致していると判断される。一方で、JICA の国別援助計画においては、

重点分野のひとつであるガバナンスの強化として、ジェンダー主流化の推進が位置づけられ

ている。 
・女性省は、女性の経済的エンパワーメントを推進するために、中央レベルにおいて TWGG や

GMAG といったジェンダー主流化を推進するための水平的なメカニズムを開発してきてい

る。そうしたメカニズムを活用する女性省の能力は強化されてきているものの、有効に活用

するためには更なる強化が必要である。そうしたメカニズムの中で、連携省庁の GMAG メ

ンバーやジェンダーフォーカルポイントがジェンダー視点に立った計画策定や事業実施を

行う能力も更に強化される必要がある。このように、本プロジェクトはターゲットグループ

のニーズと合致していると判断される。 
・パイロットプロジェクトの対象地域は、フェーズ１のパイロットプロジェクトサイトであっ

たコンポンチャム州が選定されている。フェーズ１において既に関係者間の信頼関係が構築

されていたことが、本フェーズで採用されている複数の州連携局による連携実施マネジメン

ト手法という先駆的手法を通じたパイロットプロジェクトの実施を容易にしている。パイロ

ットプロジェクト活動の対象地域は、PGM ワークショップや PPCC の定期ミーティングなど

の議論を通じて、参加型で選定されている。そのため、プロジェクトのターゲット地域や人々

の選定は適切であると判断される。 
・本邦研修やワークショップ、日本人専門家による日々のアドバイスを通じて、女性の経済的

エンパワーメントについての日本での経験や知識は共有されており、日本が支援する優位性

がみられる。 
 

３－１－２ 有効性 
以下の理由により、本プロジェクトは、効果的に実施されていると判断される。しかし、プ

ロジェクト目標を達成するためには、達成を測る指標が修正される必要がある。 
 

・3 つのアウトプットを達成するための活動は、計画どおり実施されている。アウトプットは

相互に関連しており、シナジー効果を生み出している。しかし、プロジェクト目標の達成度

の項目（２－２－３）で述べたとおり、プロジェクト目標の達成を測る指標の充足は、連携
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省庁の予算獲得の可否という、プロジェクトの範疇を超えるところにある。そのため、アウ

トプットを達成してもプロジェクト目標の達成を測る指標を充足することは難しい。これは、

PDM1 のロジックの問題である。 
・プロジェクト目標として設定されている、女性の経済的エンパワーメントのための効果的な

システムを開発するのに必要な活動は、プロジェクト期間の後半に予定されているため、こ

れまでは十分に行われてきていない。たとえば、パイロットプロジェクトの教訓内容を、女

性の経済的エンパワーメントのためのシステムに反映させる取り組みや、ジェンダー主流化

のメカニズムとしての女性の経済的エンパワーメント分野の TWGG のサブグループの設立

などの活動である。 
・パイロットプロジェクトにおいて女性省や州女性局によって実施されているジェンダー研

修はかなり概念的であり、農村の人たちが理解できるような参加型の手法や日々の生活にす

ぐに適用できるような実用的な演習が十分に含まれていない。また、男性参加者数が減って

いるなかで、男性の参加を促進するような働きかけが十分になされていない。 
・さらに、パイロットプロジェクトにおいて、女性省や州女性局によって行われる連携州局に

向けたジェンダー視点からのアドバイスや指導の内容やタイミングが適切ではない。 
・一方で、パイロットプロジェクトの実施に導入されている、複数の連携州局による連携実施

マネジメント手法は、効果的に機能している。この手法は、女性の経済的エンパワーメント

の推進に効果的であるだけでなく、それにかかわる中央や州レベルの女性省や連携省庁の関

係者のジェンダー主流化のための能力強化にも寄与している。 
・プロジェクトは、パイロットプロジェクトの実施において、なるべくシンプルな技術を紹介

する一方で、物質的な支援を行っていない。そのことが、研修参加による知識や技術の自主

的な適用を促している。農業プロジェクトでは、女性たちが低価格で養鶏を始められるよう

段階的に適用可能な技術を紹介したり、女性に多い非識字者のために視聴覚教材を適用した

り、託児サービスを提供するなど、女性の理解を促進している。また、同じ研修を同じ地域

において 2 回開催することで、女性の参加を促進している11。こうしたプロジェクトが採用

しているアプローチは、プロジェクトの有効性だけでなく、効率性や持続性を確保するもの

である。 
 

３－１－３ 効率性 
以下の理由により、プロジェクトの効率性は比較的高いと判断される。 

 
・プロジェクト活動は、ほぼ計画どおり実施されており、プロジェクト活動を通じて、アウト

プットが順調に達成されつつある。 
・女性省 C/P や、中央レベルの連携省庁の GMAG メンバー、コンポンチャム州連携局の関係

者、日本人専門家の一部は、フェーズ１からプロジェクトにかかわっており、フェーズ１で

構築された信頼関係がプロジェクトの効率的な実施を促進している。 
・しかし、中央レベルの女性省 C/P 15 名のうち、プロジェクトの前半において既に約半数が交

代しており、効率的な技術移転への影響が危惧される。一方で、女性省 C/P は、日本人専門

                                                        
11 初回は男性が参加するが、2 回目のサイクルでは妻の参加を許可する傾向がみられる。 
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家が短期間で交代していくことに対して、効率的なプロジェクト活動への実施に影響がある

のではないかと危惧している。 
・これまでに 3 回実施された本邦研修は、日本における経験や知識を共有することで、参加者

のジェンダー主流化や女性の経済的エンパワーメントについての理解を深めた。それにより、

本邦研修の参加者の、プロジェクト活動への熱心な関与を促進している。 
 

３－１－４ インパクト 
 プロジェクト活動を通じて、以下のようなインパクトがみられた。 

 
・上位目標の達成度の項目（２－２－４）で述べたとおり、上位目標の達成を論じるには、時

期尚早である。 
・プロジェクト活動を通じて、以下のような波及効果が生じている。 

－ アウトプット３の達成度の項目〔２－２－２（３）〕で述べたとおり、パイロットプロジ

ェクトは、社会経済的及びジェンダー視点からのプラスのインパクトをさまざまな形で

生み出している。例えば、女性の自信や意思決定権の増加、農業投入のための借金の減

少、子どもの教育費や医療費などの突然の出費への対応（必要なときにニワトリを売る

ことで対応できるようになったなど）、家庭内暴力（DV）や季節的な出稼ぎの減少、家

庭内の調和などである。 
－ プロジェクトを通じて紹介された養鶏技術は、参加者による農民間の技術移転や模倣を

通じて、対象地域を中心として既に広まり始めている。さらに、これまでに 4 団体（合

計 110 名）が、コンポンチャム州農業局経由で、パイロットプロジェクトサイトへ視察

に訪れている。訪問団体は、IFAD/UNDP プロジェクトや、NGO、国内外の大学である。

こうした訪問を通じて、更に技術が広がっていくと考えられる。 
－ 地方分権化（D&D）のプロセスにおいて、パイロットプロジェクト活動の一部が、コン

ポンチャム州の 3 年計画（Three-year Rolling Investment Program of Kampong Cham 
Province, 2013-2015）に組み込まれた。ここには、農業局による家族養鶏プロジェクト、

鉱工業エネルギー局による農産加工プロジェクト、労働職業訓練局による起業開発研修

プロジェクト、女性局によるモニタリング評価プロジェクトなどが含まれている。 
・マイナスのインパクトは、特にみられない。 

 
３－１－５ 持続性 

プロジェクトの持続性を判断するには、時期尚早である。しかし、持続性を高めるために、

プロジェクトは、以下の取り組みを行う必要性がみられる。 
 

・プロジェクトの成果の普及や拡大（scale up）のための戦略を作成する。 
・連携省庁におけるジェンダー主流化を促進するために、パイロットプロジェクトのモニタリ

ングや、PGM ワークショップ、TWGG サブグループなどへの、中央レベルの連携省庁の

GMAG メンバーの参加や関与を強化する。 
・女性の経済的エンパワーメントのためにプロジェクトが作成しているシステムが、州・県・

コミューンにおける D&D のプロセスに統合されるよう、州の WCCC との協力を強化する。 
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・女性省や連携省庁が、女性の経済的エンパワーメントのための活動を実施するための資金を

獲得できるよう、予算獲得に関する情報提供やアドバイスを行う。 
 
３－２ 結 論 

（１）プロジェクト期間の前半は、パイロットプロジェクトの実施に大きな注力がなされており、

順調に成果が生み出されている。しかし、プロジェクトの後半は、プロジェクト目標の達成

に焦点が移されることが望ましい。そのためにも、プロジェクト目標やプロジェクトの基本

的な概念について、関係者間での共通理解が強化される必要がある。 
 
（２）プロジェクト目標の達成のために、現行の PDM（PDM1）の指標の修正が必要である。本

レビューの結果によると、プロジェクト目標の達成には、女性の経済的エンパワーメントの

ための包括的なガイドラインの開発が必要となるだろう。また、（そのガイドラインに明記さ

れる予定の）女性の経済的エンパワーメントのための活動実施を促進するような効果的なシ

ステムを機能させるためのジェンダー主流化メカニズムとして、TWGG のサブグループが想

定される。 
 
（３）プロジェクト目標の達成のためには、プロジェクト期間の 4 年目までにパイロットプロジ

ェクトを終了する必要がある。それまでに、農業プロジェクトでは、あと 3 サイクルの研修

を実施し、特にジェンダー研修やジェンダーモニタリング評価の内容や手法を改良すること

が求められる。さらに、既に研修を終了している人たちに対しては、ジェンダー視点に立っ

たフォローアップ活動を通じて、女性の経済的エンパワーメントのための効果的なシステム

を開発するための教訓の抽出などが行われる必要がある。一方、農産加工プロジェクトにつ

いては、これまでの研修参加者に対してリフレッシュメント研修を行うことで、経営やマー

ケティングについての参加者たちの理解を深めたり、有効な教訓を創出していくことが求め

られる。 
 
（４）今後プロジェクトは、プロジェクトの成果の普及や拡大に向けた戦略を策定する必要があ

る。たとえば、 
① DVD などの視聴覚資料の作成 
② ジェンダー研修や、ジェンダー視点に立った養鶏や農産加工技術の研修のマニュアル

作成 
③ 全国 24 州の連携局の関係者を対象とした、パイロットプロジェクトの成果や過程を

紹介するセミナーやワークショップの開催 
④ 他の組織によって実施される D&D 促進のためのセミナーやワークショップでの、パ

イロットプロジェクトの成果や過程の紹介 
といったものが想定される。 

 
（５）プロジェクトは既に、D&D の進捗に沿って活動を展開させてきている。たとえば、パイロ

ットプロジェクトで技術研修を実施する際には、対象コミューンのジェンダーフォーカルポ

イントや、対象地域の郡（District）の郡庁当局、郡の WCCC 委員、コミューンカウンシルメ



－24－ 

ンバー、村長などの地元の有力者と協力している。さらに、パイロットプロジェクト活動の

一部が、コンポンチャム州の 3 年計画（2013～2015 年）に既に組み込まれた。またプロジェ

クトは、パイロットプロジェクトに関する情報を州の WCCC の議長やメンバーと共有したり、

PGM ワークショップに招待したりしている。D&D が更に進展すれば、本プロジェクトの知

見・教訓が有効に活用されると想定される。                    
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第４章 提言・教訓 
 
４－１ 提 言 

本レビューの結果に基づき、プロジェクトに対して以下の提言がなされた。 
 
（１）プロジェクトは、プロジェクト目標を効果的に達成するため、PDM1 の内容を修正する。

また、PDM の修正に伴い、PO も更新する。 
 
（２）プロジェクトは、女性省 C/P や連携省庁（中央及び州レベル）の関係者、日本人専門家な

どすべてのプロジェクト関係者間において、プロジェクト目標やジェンダー主流化に関する

基本的な概念についての共通理解をもつよう、働きかけを行う。またプロジェクトは、（前任

者との交代や、新規のアサインとして）新しくプロジェクトにかかわるようになった関係者

に対して、PGM メソッドとプロジェクトの基本的な概念について、随時ブリーフィングを行

う。 
 
（３）プロジェクトは、パイロットプロジェクトを 4 年目までに終了させる。それまでの期間に

各プロジェクトに提言される活動は、以下のとおり。 
１） （農業プロジェクト）ジェンダー研修や、ジェンダー視点に立ったモニタリング評価の

内容や手法を改良するために、3 サイクルの研修を実施する。さらに、これまでに研修を

受講した住民男女に対してジェンダー視点に立ったフォローアップを行うことで、女性の

経済的エンパワーメントのための効果的なシステムの開発に向けて教訓の抽出を行う。 
２） （農産加工プロジェクト）既に研修を受講した住民男女に対してリフレッシュメント研

修を行うことで、参加者のビジネスやマーケティングについての理解を深めるとともに、

女性の経済的エンパワーメントのための効果的なシステムの開発に向けて教訓を抽出す

る。 
 
（４）プロジェクトは、プロジェクトの成果をまとめた、農村地域の女性の経済的エンパワーメ

ントに関する包括的なガイドラインを作成する。このガイドラインには、パイロットプロジ

ェクトで実践しているジェンダー視点に立った連携実施マネジメント手法の内容や、ジェン

ダー視点に立った技術研修の手法、ジェンダー視点に立ったモニタリング評価手法、パイロ

ットプロジェクトからの社会経済及びジェンダーインパクトを反映するようなケーススタデ

ィ、地方分権化（D&D）のプロセスとの協調体制、ジェンダーテクニカルワーキンググルー

プ（TWGG）のサブグループを通じた女性の経済的エンパワーメント活動の推進のための効

果的なシステムなど、プロジェクトの主な内容をすべて包括する。 
 
（５）プロジェクトは、女性省の支援を通じて、TWGG の下に女性の経済的エンパワーメント分

野のサブグループを設立するとともに、サブグループのアクションプランを作成する。 
 
（６）プロジェクトは、プロジェクトの後半に向けて、パイロットプロジェクトや PGM ワーク

ショップ、TWGG サブグループ活動やプロジェクトに関係するその他の活動への、中央レベ
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ルの連携省庁の関係者の更なる関与や巻き込みを促進する。 
 
（７）プロジェクトは、パイロットプロジェクトで女性省及び州女性局が行っているジェンダー

研修を改善し、研修内容を農村部の住民である参加者たちが十分に理解できるよう参加型の

手法を採用するとともに、そこで得た知識を日々の生活に適用できるよう実用的なものにす

る。 
 
（８）プロジェクトは、女性省及び州女性局が、連携州局の関係者に対してより適切かつタイム

リーなジェンダー視点からのアドバイスを行う能力を強化する。 
 
（９）プロジェクトは、パイロットプロジェクトにおいて実施しているジェンダーモニタリング

や技術研修後のジェンダー評価結果を詳細に分析し、分析結果をすべての関係者に共有でき

るよう、中央と州の女性省関係者の能力強化を図る。（定性的分析のみならず、定量的分析も

行う。） 
 
（10）プロジェクトは、D&D のプロセスに、プロジェクトによって開発される女性の経済的エン

パワーメントのためのシステムが統合されるよう、州の女性子ども委員会（WCCC）との協

力関係を促進する。 
 
（11）プロジェクトは、女性省や連携省庁の関係者に対し、女性の経済的エンパワーメントを促

進するための活動予算獲得に向け、ジェンダー予算の枠組みの作成方法などに関するワーク

ショップを、経済財務省と協力して開催する。 
 
（12）プロジェクトは、プロジェクトの成果を、普及・拡大するための戦略を作成する。戦略に

は、① DVD などの視聴覚資料の作成、②ジェンダー研修や、ジェンダー視点に立った技術

研修（養鶏及び農産加工）の研修マニュアルの作成、③全国 24 州の連携局を対象にした、パ

イロットプロジェクトの成果やプロセスを共有するためのセミナーもしくはワークショップ

の開催、④他の機関が行っている D&D 推進のためのセミナーやワークショップでのパイロ

ットプロジェクトの経験の紹介、といった内容が想定される。 
 
４－２ 教 訓 

本レビューを通じて、以下の教訓が抽出された。 
 
（１）フェーズ１で開発された PGM メソッドは、問題分析、計画、実施、モニタリング評価と

いった事業実施の重要な段階を包括しており、本フェーズにおけるパイロットプロジェクト

の円滑な実施を促進するものとなっている。 
 
（２）女性の経済的エンパワーメントの促進は、女性の自信や世帯内における意思決定力の強化、

農業用の投入資金のための借金の減少、子どもの教育費や医療費など急な支出への対応、DV
や季節的な出稼ぎの減少など、社会経済及びジェンダーにおけるプラスのインパクトを生み
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出している。 
 
（３）パイロットプロジェクトで採用されている関連省庁・機関によるセクター横断的な連携実

施マネジメント手法は、プロジェクトの対象者に広範かつ多様な技術や知識を提供するとと

もに、さまざまなプラスのインパクトを生み出している。さらに、実施にかかわる C/P や連

携省庁（中央及び州レベル）の関係者の間における、相互に有する行政サービスや技術内容

の理解を促進している。その半面、対象者、実施関係者ともに、参加のための拘束時間が長

くなることが課題となっている。 
 
（４）ローカルレベルの政府関係者（州政府、県政府、村長など）の強力なリーダーシップが、

プロジェクトが取り組んでいる女性の経済的エンパワーメントのための活動の促進や調整を

行ううえでの貢献要因となっている。 
 
（５）ジェンダー認識向上のための研修は、男性参加者がジェンダー役割やジェンダー役割分担、

ジェンダー関係を理解をすることにより女性の研修やワークショップの参加を促進すること

から、パイロットプロジェクトが成功するための必須・前提条件となっている。とりわけ、

ジェンダー研修の実施により、女性の参加者が参加しやすい環境が整備されることにつなが

る。 
 
（６）同じ内容の技術研修を同じ対象地域で 2 回繰り返すことで、初回に男性が参加した場合で

も、2 度目の研修参加を女性に勧める傾向がある。そのため、男性の研修参加が優先された

り女性の研修参加が難しい地域において、女性の参加が促進される。 
 
（７）プロジェクト目標やプロジェクトの基本概念についての関係者間の共通理解を、プロジェ

クトの関係者がもつことが、プロジェクト活動を効果的に実施するために不可欠である。共

通理解が不十分なために、プロジェクト活動の実施に支障が生じたり、関係者が混乱したり

する場合がある。こうした共通理解を維持するために、PDM は有効なツールである。 
 
４－３ 団長所感 

前述の提言や教訓と重複する部分もあるが、特に以下のような点を再度強調しておきたい。 
 
（１）計画の妥当性と他ドナーとの関係 

PGM2 は、カンボジアの「四辺形戦略（Rectangular Strategy）」、国家戦略開発計画（NSDP）、
及び女性省 5 カ年戦略計画（NRT III, 2009-2013）の目的に合致しており、今後も女性の経済

的エンパワーメントを支援していくことは、国家政策の大きな柱を支援していくことにつな

がることを確認した。さらに、カンボジア政府は、2015 年までの MDGs の確実な達成のため

に、ミレニアム開発目標加速化枠組み（MAF）のための行動計画（2012～2015 年）を作成し、

その重要な達成指標として女性の経済的エンパワーメントを位置づけている。 
 

しかし、女性省に対して、女性の経済的エンパワーメント分野で支援しているドナーは、
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近年減少してきている。アジア開発銀行（ADB）は、これまで女性省傘下の地方女性開発セ

ンターの建設・運営支援やマイクロ・ファイナンス分野で多大な支援をしてきたが、最近で

はシエムリアップ州の女性開発センターのみに支援をしている。しかも女性省の直営ではな

く、民間セクターと契約を結んで〔ソフト PPP（Public-Private Partnership；官民連携）〕、運

営や活動を委任するような形式を検討している。他方で、ADB はすべての融資案件でジェン

ダー行動計画を策定することとなっているため、農村道路案件では女性の雇用創出を義務づ

け、その結果全雇用者に占める女性労働者の割合が 34％になるなどの成果を上げている。そ

のほか、農村開発案件ではコンポンチュナン州で女性の Saving Group 形成支援などを農業省

と共同で実施している。職業訓練や教育案件でもジェンダー行動計画に基づいてジェンダー

主流化を図っている。 
   

UN Women の関心は、女性に対する暴力であり、女性の経済的エンパワーメントについて

は、女性省に対して、「女性の経済的支援政策」を策定するための短期コンサルタントを派遣

する予定である。また、コンポンチュナン州において、竹細工の女性起業グループの支援を

行っている。 
 

そのほか、UNDP が女性省を通じて、女性の経済的エンパワーメント分野で支援をしてい

るが、中央の政策レベルでの支援にとどまっている。UNDP は、ジェンダー分野で

Program-Based Approach（PBA）に基づく国際ドナー連携を進めようとしており、AusAID、

GIZ、EU、Spain、SIDA などが、Aid Effectiveness の観点から PBA の行動計画策定に積極的

である。しかし、UNDP としてはバスケットファンド化する動きには慎重な態度をとってい

る。 
 

UN Women、GIZ をはじめ、他の国際ドナーの関心は、「ジェンダーに基づく暴力防止」の

方に集中しており、女性の経済的エンパワーメントに関しては、JICA が積極的かつ最も貢献

しているリーディングドナーとなっていることから、パビ女性省大臣からの評価も高く、ぜ

ひスケールアップしてほしいという要望が表明された。今後、TWGG の傘下に、女性の経済

的エンパワーメントのサブグループを形成していくことになるが、この中でも JICA に期待

される役割は大きい。 
 
（２）PGM2 の今後の方向性 

PGM2 では、これまでの 2 年 4 カ月間、パイロットプロジェクトの活動を中心に支援が行

われてきた。山口チーフアドバイザーの堅実な運営管理の下、専門家チームの一丸となった

ご尽力により、活動はおおむね順調に進んでいる。JICA カンボジア事務所にもよく支援して

いただいている。 
 

女性省、及び連携省庁（中央・地方）の関係者のなかには、フェーズ１から継続して参加

している者も多く、案件の内容をよく理解している。コンポンチャム州においては、特にコ

ンソーエン副知事が大きなリーダーシップを発揮しており、地方政府、連携州局のみならず、

中央との関係も非常に良いことを確認した。 
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パイロットプロジェクトの成果は、農業（主に養鶏）及び食品加工生産の研修を通じて、

確実に発現しており、フェーズ１で開発された PGM メソッドの改善、複数の省庁（州局）

の連携による課題横断的アプローチ、ジェンダー研修や農業研修技術の向上など、新たなア

プローチやノウハウ、知見や教訓の蓄積が確認された。 
 

農業（養鶏）に関しては、現在第 2 セット目（第 3 サイクル）の研修が実施されているが、

第 1 セット（第 1・2 サイクル）での試行、第 2 セット（第 3・4 サイクル）での新たなアプ

ローチ（仮説）の構築、第 3 セット（第 5・6 サイクル）での新たなアプローチ（仮説）の検

証という 3 段階を経て、女性の経済的エンパワーメントの効果的な手法（Effective System）

の確立に至ると想定されることから、プロジェクトの第 4 年次まで研修を継続することを提

案した。 
 

他方で、農産品加工に関しては、農業と異なり、対象者の選定、加工技術、作業の衛生環

境、マーケティング、ビジネス化などに関して更なる創意工夫が必要なことから、これまで

と同様の研修を継続して行うのではなく、投入効果が高い活動を選定して 2013 年 12 月のト

レードフェアまで支援を行っていくこととした。 
 

これらの研修の実施に関しては、現在、日本人専門家が実質的な調整機能を果たしている

ようなので、将来はこのような調整機能を地方行政機関が自ら行えるようになることが望ま

しい。州女性局の役割は、調整というよりファシリテーションに近いものなので、活動によ

って州の他の部局が調整能力を発揮した方が効果的であることもある。今後どの州局が調整

機能を担うかは D&D に関連するものであることから、D&D の進捗を注視しつつ、適切な州

局がリーダーシップを取ることを検討いただきたい。 
 

また、JICA 専門家に関しては、各人が当該分野において豊富な経験を有し、高い専門性に

基づく技術支援を行ってきていることは高く評価できる。しかし、フェーズ２の大きな意図

は、すべての分野・活動において横断的にジェンダー視点に立ったレビューと取り組みを促

進すること（ジェンダー主流化）であり、個々の専門家がそれぞれが担当する分野において

も、どのようにジェンダー視点を取り込み、かつ、より効果的なジェンダー視点に立ったア

プローチをつくり出していけるのかという点について、常に創意工夫をしていくことが期待

されている。そのような取り組みをしていかなければ、専門家は C/P 側に対しての手本とも

なり得ない。個々の専門家がよりジェンダーへの理解及び当事者意識を高め、常にジェンダ

ー視点に立った取り組みを創意工夫して新たなアプローチを構築していくことが必要である。

そのような取り組みが弱いと、カンボジア側のプロジェクト関係者の間においても、ジェン

ダーは州女性局だけが推進していけばよいというような間違った考え方が普及してしまうの

ではないかと危惧される。 
 

フェーズ２では今後、技術マニュアルが作成されていく予定である。ちなみに、ベルギー

政府派遣のボランティアの協力で作成された養鶏マニュアルには、きちんとジェンダーの視

点に立った取り組みの重要性が明記されている。このマニュアルは、農業省が正式に採用を
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決定したということであるが、フェーズ２において今後作成される予定の技術マニュアルに

は、フェーズ２の投入量や専門家の専門性にかんがみると、ベルギーのマニュアル以上のジ

ェンダー取り組みの工夫や知見が示されるべきである。 
州女性局が実施しているジェンダー研修も、ポスタ―やイラストを多用し、識字率の低い

農村女性にも分かりやすいような工夫がなされているが、教授法がやや一方的であり、概念

的な内容に偏重しているのではないかという印象をもった。そのため、農村男女にとって学

習した内容が十分に身に付いていないという面談結果があった。ジェンダー研修は、すべて

の技術研修の基礎であり、フェーズ２が何をめざしているのかを農民男女のみならず連携州

局やその他の地域の関係者に理解してもらうためにも不可欠である。ジェンダー研修によっ

て農村女性がその後の研修に参加しやすくなったり、女性のエンパワーメントにつながって

いくことになるので、更に実務的な内容、及び、より参加型の教授法を指導者研修（TOT）
能力強化の一環として取り入れていく必要がある。 

さらに、ジェンダー・モニタリング調査に関しては、農業（養鶏）研修の第 1 セット終了

後にインパクトの発現が確認されたので、第 3 サイクル終了後の 2013 年 4～5 月にモニタリ

ング調査を行い、第 6 サイクル終了時にも更にモニタリング調査を実施し、定性的変化のみ

ならず、定量的な変化を計測・分析し、インパクトを取りまとめることになっている。この

調査は非常に重要なので、本部としても質問票の内容及び分析方法などをしっかりフォロー

していくことが必要である。 
これらの活動の成果や教訓は、PGM メソッドの改善、複数の省庁（州局）の連携による課

題横断的アプローチ、中央への政策のフィードバック、D&D（地方分権化・業務分散化）と

の関係性、成功事例集なども含め、プロジェクトの最終年度には、総合的なガイドラインと

して取りまとめ、他州（Province）や郡（District）が活用できるような普及教材としていく

こととした。成果の普及方法に関しては、中間レビュー報告書に詳細を提示した。 
 
（３）PDM2 の提案 

本調査では、山口チーフアドバイザーに現状とプロジェクトの進捗状況を確認しつつ、既

存の PDM1 の内容を検討し、PDM2 を提案した。特に、PDM1 の上位目標とプロジェクト目

標の指標の修正が必要と考えられたため、指標をよりプロジェクト目標に沿ったものに改定

し、その後、上位目標の指標もそれに合わせて改定した。さらに、プロジェクト目標の指標

の改訂に伴い、アウトプットの指標についても、重複していたり、数的に取る必要がない指

標も含まれていたので、それらを整理・統合し、新たな指標も追加した。活動に関しては、

いくつか追加的な活動を加えたが、内容としてはあまり変更していない。 
活動計画（PO）に関しては、この PDM2 が、2013 年 2 月 14 日、今回の調査団派遣中に開

催された JCC で承認されたことを受けて、次回の JCC（2013 年 8 月頃開催予定）で、正式に

承認されることが望ましい。 
 
（４）D&D との関連性 

D&D の進捗状況に関しては、地方分権化のためのプロジェクト12に従事している JICA 専

                                                        
12 地方行政法運用のための首都と州レベルの能力開発プロジェクト（PILAC2） 
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門家 3 名からヒアリングを行った。 
・カンボジアでは、2010 年 5 月、組織法で定められた地方政府を構築するための「民主的地方

開発国家プログラム」（National Program for Sub-National Democratic Development：NP-SNDD）

が承認され、同 11 月には国家プラグラムの詳細計画にあたる「民主的地方開発国家プログ

ラム 3 カ年実施計画」（National Program for Sub-National Democratic Development Three-Year 
Implementation Plan：IP3）が承認され、翌 2011 年の 1 月より運用が開始されている。 

・現在、D&D に関する多種多様な研修が全国で実施されているが、予算体制については進捗

が遅く、地方への予算の分与は十分に行われてないということを確認した。 
・コンポンチャム州では、D&D の一環として女性子ども委員会が州レベルに設置され

（WCCC）、業務内容（TOR）も策定されている13。今回、H.E. Khiev Samourn 議長に面談

したが、議長は現在、州内を定期的に巡回し、郡レベル、コミューンレベルでのジェンダ

ー課題についてヒアリングを行い、アドバイスを行っている。とはいえ、事業実施を行っ

ているわけではない。D&D が、実質的に進むには、まだ相当の時間がかかるだろうという

ことであった。 
・しかし、D&D は徐々に進行していることは確かである。フェーズ２のアプローチは、D&D

の方向性と合致しているため、今後 D&D が進むに伴い、フェーズ２の教訓や知見が非常

に有用なものとなっていくことが期待される。 
 
（５）普及体制について 

プロジェクトの成果を普及していくために、総合的ガイドラインの策定、DVD の作成、ワ

ークショップの開催などを提案した。同プロジェクトの限られた期間のなかで、どの程度ま

で普及していくのかについて、現時点で明確に目標を設定することは困難かもしれないが、

有効な普及方法を検討していただきたい。コンポンチャム州の農業（養鶏）パイロットプロ

ジェクトには、これまでにも 100 名以上の訪問者や団体が全国から視察に来ており、主に州

農林水産局と州女性局が対応しているので、普及活動は既に始まっている。引き続きこのよ

うな視察の受入れが行われると思われるが、それらのフォローアップを行い、どのように普

及されたのかを把握しておく必要もある。 
 

また、総合的ガイドラインの採択と、TWGG の Sub-group の活動を通じて、プロジェクト

目標が達成されるという指標に改訂したものの、このSub-groupがどのように機能するかは、

今後のプロジェクトの働きかけにかかっている。また、このような仕組み以外にも有効な普

及方法があるのか、更に検討していく必要があると思われる。 
  

今後のプロジェクトチームの更なる活動に期待したい。 
 

                                                        
13 PDWA の局長は、WCCC の Permanent Deputy Chair となっている。WCCC のメンバーには、州評議会のメンバーのほか、州

計画局、州農村開発局、州農業局、州労働職業訓練局など、フェーズ２の連携州局が含まれている。2011 年 2 月に設置され、

活用予算は年間 1,550 ドル。 
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